
はじめに──固定資産税と評価

　固定資産税は，固定資産（土地・家屋及び償却資産）を課税物件として課

される租税で（地方341一），市町村民税とともに，市町村の主要な税源と

なっている。

　地方税法341条《固定資産税に関する用語の意義》５号は，「価格」の定

義について「適正な時価をいう。」と規定する。ここにいう「適正な時価」

とは，正常な条件の下に成立する当該土地の取引価格，すなわち，客観的

な交換価値をいうと解され，固定資産課税台帳に登録された基準年度に係

る賦課期日における土地の価格が同期日における当該土地の客観的な交換

価値を上回る場合には，上記価格の決定は違法となる（最高裁平成15年６月

26日第一小法廷判決・民集57巻６号723頁参照）。

　地方税法349条《土地又は家屋に対して課する固定資産税の課税標準》
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１項は，土地に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を，当該土

地の基準年度に係る賦課期日における価格で土地課税台帳又は土地補充課

税台帳に登録されたもの（以下，これらの台帳に登録された価格を「登録価格」

という。）とする旨規定し，同法403条《固定資産の評価に関する事務に従

事する市町村の職員の任務》１項は，市町村長は，同法388条《固定資産

税に係る総務大臣の任務》１項の固定資産評価基準によって固定資産の価

格を決定しなければならない旨規定する。

　固定資産評価基準（昭和38年自治省告示第158号。以下「評価基準」ともいう。）

は，土地（地方341二）の評価は，次に掲げる土地の地目の別に，それぞれ，

評価基準に定める評価の方法によって行い，土地の地目として，田，畑，

宅地，鉱泉地，池沼，山林，牧場，原野及び雑種地を掲げた上，この場合

における土地の地目の認定に当たっては，当該土地の現況及び利用目的に

重点を置き，部分的に僅少の差異の存するときであっても，土地全体とし

ての状況を観察して認定するものとして，「利用目的」への重点を示して

いる（評価基準第１章第１節一）。

　そして，評価基準は，主として市街地的形態を形成する地域における宅

地については，市街地宅地評価法によって各筆の宅地の評点数を付設し，

これを評点１点当たりの価額に乗じて，各筆の宅地の価額を求めるものと

している。市街地宅地評価法は，〈1〉状況が相当に相違する地域ごとに，

その主要な街路に沿接する宅地のうちから標準宅地を選定し，〈2〉標準宅

地について，売買実例価額から評定する適正な時価を求め，これに基づい

て上記主要な街路の路線価を付設するなどし，〈3〉この路線価を基礎と

し，画地計算法（評価基準別表第３）を適用して各筆の宅地の評点数を付設

するというものである（評価基準第１章第３節）。

　その際，土地の基準年度に係る賦課期日における登録価格の決定が違法

となるのは，当該登録価格が，〈1〉当該土地に適用される評価基準の定め
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る評価方法に従って決定される価格を上回るときであるか，あるいは，

〈2〉これを上回るものではないが，その評価方法が適正な時価を算定する

方法として一般的な合理性を有するものではなく，又はその評価方法によ

っては適正な時価を適切に算定することのできない特別の事情が存する場

合であって，同期日における当該土地の客観的な交換価値を上回るときで

あると解されている（最高裁平成25年７月12日第二小法廷判決・民集67巻６号

1255頁参照）。

　本稿では，名古屋高裁平成30年３月23日判決（後掲）を原審とする上告

審最高裁平成31年４月９日第三小法廷判決（後掲）に係る論点を素材とし

て登録価格の決定の在り方について考えることとしたい。

Ⅰ　事案の概要

１　争いのない事実

　本件は，M県 S市所在の２筆の土地に係る固定資産税の納税義務者で

ある X（原告・控訴人・上告人）が，上記の各土地につき，S市長により決

定され土地課税台帳に登録された平成27年度の価格を不服として S市固

定資産評価審査委員会に対し審査の申出をしたところ，これを棄却する旨

の決定（以下「本件各決定」という。）を受けたため，Y（被告・被控訴人・被

上告人）を相手に，その取消しを求めて提訴した事案である。

　なお，平成27年度に係る賦課期日は平成27年１月１日であり，評価基準

によれば，池沼の評価は，池沼の売買実例価額から評定する適正な時価に

よってその価額を求める方法によるものとし，ただし，市町村内に池沼の

売買実例価額がない場合においては，池沼の位置，形状，利用状況等を考

慮し，付近の土地の価額に比準してその価額を求める方法によるものとさ

れている（評価基準第１章第６節）。

⑴ ア　株式会社 Pは，S市内の山林等を開発した土地上にショッピング
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センター（以下「本件商業施設」という。）を開設することとし，平成８

年５月24日，M県知事に対し，都市計画法に基づく開発行為の許可

申請をした。M県においては，開発面積１ha以上かつ洪水調整容量

500ｍ3以上の開発行為については，洪水調整の方法として，河川等の

改修，調整池の設置又は排水ポンプの設置のいずれか又は複数の措置

を講ずることが義務付けられているところ，本件商業施設に係る開発

行為はこれに該当したことから，同社は，本件商業施設の敷地の東側

に位置する第一審判決別紙物件目録記載１及び２の各土地（以下，順

に「本件土地１」，「本件土地２」といい，併せて「本件各土地」という。）を

当時の所有者から借り受け，本件各土地に洪水調整のための調整池を

設けることとした。

　M県知事は，平成８年11月５日，「開発行為に伴って設けた調整池

については，河川整備等排水調整の必要性がなくなるまで，調整機能

を保持すること」を条件として，上記申請を許可した。

　イ 　本件各土地は，本件商業施設の開業以降，調整池の用に供されてお

り，本件土地１は，その面積の80％以上に常時水がたまっている。ま

た，本件土地２は，少なくともその面積の大半は調整池としての機能

を有する平地であるが，平時は本件商業施設の従業員の駐車場として

使用されている。

　ウ 　Xは，平成18年４月16日，本件各土地を相続して，その貸主の地位

を承継した。

⑵ ア　S市長は，本件各土地の平成27年１月１日における価格を次のと

おり決定し，土地課税台帳に登録した（以下，これらの価格を併せて「本

件各登録価格」という。）。

　　　本件土地１　108万0,450円

　　　本件土地２　480万2,400円
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　S市長は，本件各登録価格を決定するに際し，本件各土地の地目を

いずれも宅地と認定した上，市街地宅地評価法により，本件各土地に

沿接する街路の路線価を基礎とし，画地計算法を適用して，奥行価格

補正率0.8及び不整形補正率0.87を乗じ，また，本件土地１について

は，これに加えて，常時水がたまっており利用形態が制限されること

等を考慮し，雑種地における減額補正に準じた補正率0.3を乗じて，

評点数を付設した。

　イ 　Xは，平成27年１月１日当時，本件各土地の所有者であり，これら

に係る固定資産税の納税義務者であったところ，本件各土地の現況及

び利用目的に照らせば，その地目はいずれも池沼と認定されるべきで

あると主張して，同年６月29日，S市固定資産評価審査委員会に対し，

本件各登録価格につき審査の申出をしたが，同委員会は，同年10月22

日付けで，同申出を棄却する旨の本件各決定をした。

２　第一審における当事者の主張

　⑴　X の 主 張

　ア 　本件決定は，本件各土地の地目が宅地であることを前提とした本件

各登録価格を是認した点に違法がある。

　評価基準等によれば，土地評価上の地目は，原則として一筆ごと

に，土地の現況及び利用目的に重点を置いて認定するとされる。

　イ 　本件土地１の現況は，その80％以上の面積が，常時，水が溜まって

いる「池」であり，その他はブロック擁壁の法面であり，建物を建築

することはできず，宅地としての機能はない。

　そして，本件土地１は，本件商業施設の敷地自体のために利用され

ているのではなく，下流域への洪水被害を防ぐ公共目的のためのもの

であるから，本件商業施設の敷地とその利用目的が異なる。
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　ウ 　本件土地２の現況は，一部は，常時水が溜まっている「池」であ

り，一部はブロック擁壁の法面であり，その他の部分は，水を貯める

ために数m低くなった平地であり，大雨の際などに調整池としての

機能を果たす役割を持っている。

　そして，本件土地２は，本件商業施設の敷地自体のため利用されて

いるのではなく，下流域への洪水被害を防ぐ公共目的のためのもので

あるから，本件商業施設の敷地とその利用目的が異なる。

　エ 　よって，現況及び利用目的に照らせば，本件各土地の地目は，本件

商業施設敷地とは別に「池沼」と認定されるべきであり，これを同施

設と一体として宅地とすることは違法である。

　⑵　Y の 主 張

　本件各土地は，本件商業施設敷地の一画の調整池としての役割を有する

土地であり，同施設の開発に必要不可欠なものとして設置され，近隣に迷

惑をかけずに維持存立するという維持効用を果たすためにも必要不可欠な

ものである。

　よって，本件各土地は，宅地である同施設の維持効用を果たすものであ

るから，評価基準等に基づき，本件商業施設の敷地と一体として，地目を

宅地と評価すべきである。

３　裁判所の判断

　⑴　第一審津地裁平成29年９月11日判決（判タ1446号210頁）

「ア　評価基準は，地目の認定に当たっては，当該土地の現況及び利用

目的に重点を置き，部分的に僅少の差異の存するときであっても，土

地全体としての状況を観察して認定するとする……が，各地目の意義

は明示的に定められていない。もっとも，評価基準に基づき定めら

れ，不動産登記事務取扱手続準則に準じて地目の意義を定義する取扱
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要領の内容は相当といえ，これを十分に斟酌すべきである。

　　そこで，以下において，本件各土地が，現況及び利用目的等に照ら

し，宅地，すなわち，建物の敷地及びその維持若しくはその効用を果

たすために必要な土地……と認められるかについて検討する。

イ 　Xは，本件各土地の現況及び利用目的に照らせば，本件各土地の地

目は本件商業施設とは別に池沼と認定されるべきである旨主張する。

　確かに，取り分け，本件土地１の現況は，その面積の80％以上に常

時，水が溜まっているという状況にある……。しかし，地目の認定に

当たっては，現況のみならず利用目的も考慮すべきであるから，上記

現況のみをもって本件土地１の地目を『池沼』とすることは相当でな

い。また，本件土地２の現況は，少なくともその面積の大半は平地で

あり，平時は従業員の駐車場として利用されている……から，なおさ

らのことである。

　そこで，本件各土地の利用目的について見ると，Xは，本件各土地

は本件商業施設の敷地自体のためではなく，下流域への洪水被害を防

ぐ公共目的のため利用されているから，本件商業施設の敷地とはその

利用目的が異なる旨主張する。

　しかしながら，……本件商業施設の開発には調整池の設置等の洪水

調整が義務付けられ，これによって本件各土地が調整池として供され

ることとなっている。しかも，開発許可を受けるに際しては，洪水調

整のために設置された調整池（本件各土地）の調整機能を保持するこ

とを許可条件とされている。これらの本件商業施設の開発及び本件各

土地が調整池として供されるに至った経緯に照らせば，本件各土地

は，本件商業施設が適法に開発許可を受け，同施設が有事のための洪

水調整を維持して安全に運営を継続するために必要な土地であるとい

うべきである。そうすると，現況及び利用目的を考慮し本件各土地全
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体としての状況に鑑みれば，本件各土地は，本件商業施設の維持を果

たすために必要な土地と認められる。

　したがって，本件各土地の地目は本件商業施設とは別に池沼と認定

されるべきとする Xの主張は採用できず，本件各土地を宅地として

市街地宅地評価法により算定することに違法はない。」

　⑵　控訴審名古屋高裁平成30年３月23日判決（判自448号33頁）

　名古屋高裁は，上記事実関係等の下において，要旨次のとおり判断し

て，Xの請求を棄却すべきとした。

　本件商業施設に係る開発行為については調整池の設置等が義務付けら

れ，これによって本件各土地が調整池の用に供されることとなってお

り，開発許可を受けるに際しては，その調整機能を保持することが許可

条件とされていることから，本件各土地は，本件商業施設が適法に開発

許可を受け，同施設が有事のための洪水調整機能を維持して安全に運営

を継続するために必要なものである。したがって，本件各土地は，宅地

である本件商業施設の敷地を維持するために必要な土地と認められるか

ら，本件各土地の地目をいずれも宅地と認定した上で決定された本件各

登録価格は，評価基準によって決定される価格を上回るものではなく適

法である。

　⑶　上告審最高裁平成31年４月９日第三小法廷判決（判タ1461号12頁）

　最高裁は，「原審の上記判断は是認することができない。」として，破

棄差戻しを判示した。同最高裁は，その理由を次のとおり述べている。

「⑴　本件各決定は，本件各登録価格の決定に違法はないとして，これ

に係る Xの審査の申出を棄却したものであるところ，土地の基準年

度に係る賦課期日における登録価格が評価基準によって決定される価

格を上回る場合には，同期日における当該土地の客観的な交換価値と

しての適正な時価を上回るか否かにかかわらず，その登録価格の決定
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は違法となるものというべきである（最高裁平成24年（行ヒ）第79号同

25年７月12日第二小法廷判決・民集67巻６号1255頁）。

⑵　評価基準は，土地の地目の別に評価の方法を定め，これに従って土

地の評価をすべきこととし，上記地目は，当該土地の現況及び利用目

的に重点を置き，土地全体としての状況を観察して認定することとし

ている。そして，上記地目のうち ❶ 宅地とは，建物の敷地のほか，

これを維持し，又はその効用を果たすために必要な土地をも含むもの

と解される。

⑶　❷ 本件各土地は，本件商業施設に係る開発行為に伴い調整池の用

に供することとされ，排水調整の必要がなくなるまでその機能を保持

することが上記開発行為の許可条件となっているというのであるが，

開発許可に上記条件が付されていることは，本件各土地の用途が制限

を受けることを意味するにとどまり，また，開発行為に伴う洪水調整

の方法として設けられた調整池の機能は，一般的には，開発の対象と

なる地区への降水を一時的に貯留して下流域の洪水を防止することに

あると考えられる。そうすると，❸ 上記条件に従って調整池の用に

供されていることから直ちに，本件各土地が本件商業施設の敷地を維

持し，又はその効用を果たすために必要な土地であると評価すること

はできないというべきである。

　　❹ したがって，本件商業施設に係る開発行為に伴い本件各土地が

調整池の用に供されており，その調整機能を保持することが上記開発

行為の許可条件になっていることを理由に，本件土地１の面積の80％

以上に常時水がたまっていることなど，本件各土地の現況等について

十分に考慮することなく，本件各土地は宅地である本件商業施設の敷

地を維持するために必要な土地であるとして，……本件各登録価格が

評価基準によって決定される本件各土地の価格を上回るものではない
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とした原審の判断には，固定資産の評価に関する法令の解釈適用を誤

った違法がある。〔丸数字及び下線は筆者による。〕」

　　「以上によれば，原審の上記判断には，判決に影響を及ぼすことが

明らかな法令の違反がある。論旨はこの趣旨をいうものとして理由が

あり，原判決は破棄を免れない。そして，本件各土地のそれぞれの現

況，利用目的等に照らし，本件各登録価格が評価基準によって決定さ

れる本件各土地の価格を上回らないか否かについて更に審理を尽くさ

せるため，本件を原審に差し戻すこととする。」

４　最高裁判決の検討

　⑴　最高裁判決の構造

　本件最高裁判決は，宅地について，建物の敷地のみならず，「敷地を維

持し，又はその効用を果たすために必要な土地をも含むもの」と述べた上

で（❶），開発行為の許可条件に従って調整池の用に供されていることか

ら，直ちに本件各土地が本件商業施設の敷地を維持し，又はその効用を果

たすために必要な土地であると評価することはできないとする（❸）。こ

れは，開発行為の許可条件に従って調整池の用に供されているものであっ

て，同施設の開発に必要不可欠なものとして設置され，近隣に迷惑をかけ

ずに維持存立するという維持効用を果たすためにも必要不可欠なものであ

るから，本件各土地は，宅地である同施設の維持効用を果たすものとし

て，宅地と評価すべきであるとする Yの主張に対する反論であるといえ

よう。

　かかる許可条件とは，排水調整の必要がなくなるまで調整池の機能を保

持することにあったのであるが，そのような条件に従って，調整池の用に

供されていることは，「本件各土地の用途が制限を受けることを意味する

にとどま〔る〕」というのである（❷）。むしろ，「本件土地１の面積の80
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％以上に常時水がたまっている」という本件各土地の現況等についての考

慮が足りないというのが，本件最高裁判決の説示するところである（❹）。

　⑵　機能からの検討と現況からの検討

　建物の効用を果たすために必要な土地も含んで「宅地」と解すると本件

最高裁は説示するが，ここにいう，建物の効用を「果たすため」の中に，

「開発行為の許可条件に従って調整池の用に供される」という機能を読み

込むべきか否かが問題となる。

　株式会社 Pは，山林等を開発した土地上に本件商業施設たるショッピ

ングセンターを開設するため，洪水調整の方法が義務付けられていること

から調整池を設けたのであって，その上で，本件商業施設を運営している

のである。そうであるとすると，調整池自体が，本件商業施設を運営する

ために必要不可欠なものであり，建物の効用を果たすために必要な部分で

あるとして「宅地」認定することにも理由はあるように思われる。現に，

本件津地裁判決及び本件名古屋高裁判決はこの点を重視したものといえよ

う。

　これに対して，本件最高裁は，それよりも，「80％以上に常時水がたま

っている」現況への考慮が足りないとしたのである 1）。

　もっとも，調整池は，開発許可の際のみの問題ではない。開発許可後に

行われた本件商業施設開発が終わり，同施設の運営中においても，調整池

の維持は義務化されているという点についても考慮をする必要があるよう

にも思われる。この点は，原審である本件名古屋高裁が，調整池の調整機

能を保持することが許可条件とされていることに加えて，本件各土地は，

本件商業施設が適法に開発許可を受け，同施設が有事のための洪水調整機

能を維持して安全に運営を継続するために必要なものであるとの認定を前

1）　本件において，最高裁は，破棄自判をしたのではなく，破棄差戻しを判示
したことから，原審において事実認定が再度行われることになろう。
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提としている点には首肯される点があるように思われる。この「有事のた

めの洪水調整機能」の維持という調整池が本件商業施設にとって必要であ

ることについてどこまで考慮するかという点が議論になるのであろう。換

言すれば，本件名古屋高裁が示す「有事のための洪水調整機能」への考慮

と，最高裁が示す「常時水がたまっている」現況に対する考慮との，いず

れの事柄を地目認定において重視するかという問題でもある。

　この両者への考慮事項は，果たして背反するのであろうか。背反する事

実ではないように思われる。けだし，「有事のための 洪水調整機能」を維

持するためには，「常時水がたまっている」必要があるからである。常時

水を貯めておかないと「有事のための洪水調整機能」は果たせないのであ

る。

　⑶　財産税的視角からの判断

　固定資産税は，固定資産の価格を課税標準として課されることになって

いるから（地方349，349の２，341五），それは固定資産の所有の事実に着目

して課される財産税の性質を有するといえよう2）。

　固定資産税を収益税と見る考え方からすれば，農地は，原理上，交換価

値ではなく，農業を継続する場合の収益還元価値で評価すべきであるとい

うような主張がされ得るが，これに対して，金子宏教授は，現行法上，固

定資産税は収益税ではなく財産税であるとされる   3）。同教授は，収益税的

2）　金子宏『租税法〔第23版〕』747頁（弘文堂2019）。
3）　金子宏「固定資産税の性質と問題点」税研50号３頁（1993）参照。なお，
山田二郎「固定資産税の課税構造を改革するための考察」東海法学17号１頁

常時水を貯めておく必要性 有事のための洪水調整機能

【現況】 【機能】
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性格を有するとする見解は，従来の地租・家屋税の時代の名残りであると

指摘されるのである 4）。なるほど，地租・家屋税等が，土地・家屋等の賃

貸価額を課税標準として課される収益税であったのは事実である 5）。

　しかしながら，現行の固定資産税は，固定資産の価格を課税標準として

課される（地法349，349の２，341五）ことになっており，それは土地，家屋

及び償却資産の資産価値に着目して課される物税（財産税）の性質を有し

ていると解すべきであろう。

　この点は，最高裁昭和47年１月25日第三小法廷判決（民集26巻１号１頁）

が，「固定資産税は，土地，家屋および償却資産の資産価値に着目して課

せられる物税であり，その負担者は，当該固定資産の所有者であることを

原則とする。」とするとおりである。

　そのように考えると，本件最高裁が，機能よりも現況に重きを置くべき

旨の示唆を行った点には一定の理解も得られるように思われる。

　⑷　本件最高裁判決にいう「水がたまっている」現況の意味

　ただし，改めて，なぜ，常時水がたまっているのかという「現況」に関

心を置くとしても，単に，雨水が低地に溜まっているという現況なのか，

あるいは，洪水対策のために商業施設として必要な用水を貯めているとい

う現況なのかという点に留意する必要があるのではなかろうか。

　再説になるが，そもそも，本件商業施設の開発には調整池の設置等の洪

水対策が義務付けられ，これによって本件各土地が調整池として供される

（1997）参照。
4）　金子・前掲注2），748頁。
5）　固定資産税が採用されたのは，シャウプ勧告に基づく昭和25年の地方税制
の全面的改正の一環としてであった。それ以前には，地租・家屋税及び特定
種類の償却資産に対する諸税（船舶税・軌道税・電柱税等）があったが，固
定資産税は，これらの租税に代わるものであり，これらを一本化して採用さ
れた（金子・前掲注2），747頁）。
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こととなっている。

　しかも，洪水対策のために設置された調整池の調整機能を保持すること

が開発許可条件であったことを看過してはならない。本件商業施設の開発

及び本件各土地が調整池として供されるに至った経緯に照らせば，本件各

土地は，本件商業施設が適法に開発許可を受け，同施設が洪水調整機能を

維持して，顧客に安心を与え，安全に運営を継続するために必要な土地で

ある。単に，雨水が溜まったものでは決してなく，本件商業施設にとって

調整池を維持するために水を貯めているのである。利用目的を考慮し，本

件各土地全体としての「現況」に鑑みれば，本件各土地は，本件商業施設

の維持を果たすために必要不可欠なものである。したがって，宅地の維持

効用を果たす機能を有しているという点からも，「工場の敷地内にある貯

水池等」と同様に宅地として評価することも可能ではなかろうか 6）。

　⑸　更なる検討課題

　本件では，調整池としての機能を念頭に置いて，宅地評価をすべきなの

か，あるいは常時水がたまっているという現況から池沼評価をすべきなの

かという点が争点となったが，Yは，調整池の上にカバーを付して駐車場

として利用するケースも多い旨，主張を展開している。そこで，地目認定

6）　Xの主張する下流域への洪水防止，すなわち近隣等への迷惑防止のために
洪水を防止する機能があるとしても，それは，まさしく調整池が，自己所有
地及び近隣も含めた宅地の維持効用を果たす機能を有しているともいえる。
本件商業施設の開発許可において，調整池の設置が必要不可欠であったこと
からすれば，本件各土地が，建物の敷地及びその維持若しくはその効用を果
たすために必要な土地，同施設が有事のための洪水調整機能を維持して，安
全に運営を継続するために必要な土地であることは副次的なものではなく，
むしろ第１次的なものであると思われる。仮に，下流域への洪水防止という
機能を有するとしても，そちらの機能の方が副次的なものであるし，近隣等
への迷惑防止のための機能は，調整池が，自己所有地及び近隣も含めた宅地
の維持効用の機能を果たしているというべきではなかろうか。
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に当たっては，当該対象固定資産の最有効利用を念頭に考えるべきなのか

という問題が惹起されるところである。また，本件事案においては，裁判

所の判断に直接の影響はなかったように思われるが，訴訟係属中に，宅地

から池沼に登記簿上の地目変更がなされたという点も議論の対象となる。

　そこで，以下では，① 土地評価に当たっては最有効利用の状況を念頭

に置くべきか否か，及び，② 登記簿上の地目の変更登記があった場合，

そのことが直接的に固定資産税の評価自体に影響を及ぼすものであるか否

かについて検討することとしたい。なお，変更登記とは，実態関係が後に

変わったために既になされた登記の内容の一部が実態関係と一致しなくな

った場合に，これを実態関係に一致させるために既にされた登記の内容の

一部を変更する登記をいう（不登56，58） 7）。

Ⅱ　最有効利用という視角の是非

１　相続税・贈与税における資産評価の「時価」

　相続税法22条《評価の原則》の「時価」につき，不動産の課税価格は財

産評価基本通達により算出することが通例である。そこでは，対象となる

敷地が広大地に該当するとなると，従前は，いわゆる広大地通達と呼ばれ

る旧財産評価基本通達24-4が実務上，適用されてきた 8）。同通達は，① そ

の地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な宅地で，

② 都市計画法４条12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共公益

的施設用地の負担が必要と認められるもので，③ 財産評価基本通達22‒2

7）　西堀英夫「登記の種類」鎌田薫＝寺田逸郎＝小池信行『新・不動産登記講
座〔第１巻〕総論Ⅰ』97頁（日本評論社1997）。

8）　現在，国税庁は，広大地評価に係る旧財産評価基本通達24-4を廃止し，平
成30年１月１日以降の相続については，同通達20‒2《地積規模の大きな宅地
の評価》によることとされている。
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《大規模工場用地》に定める大規模工場用地に該当するもの及び中高層の

集合住宅等の敷地用地に適しているもの（その宅地について，経済的に最も

合理的であると認められる開発行為が中高層の集合住宅等を建築することを目的と

するものであると認められるものをいう。）を除くものがその対象とされてい

た。

　この広大地に該当すると，次のように，規模格差補正率によって評価減

されるというタックスメリットがあった。

土地評価額 ＝ 路線価 × 奥行価格補正率 × 不整形地補正率などの各種画
　　　　　　  地補正率 × 規模格差補正率 × 地積

　もっとも，広大地認定に当たっては，開発行為を行うとした場合，道路

等の公共公益的施設用地の負担が必要である点が問題となることが多かっ

た。

　そもそも，旧財産評価基本通達24‒4の趣旨は，その地域の標準的画地に

比して広大な土地について，開発行為を行うとした場合，いわゆる潰れ地

（道路公園用地等）が生ずるのが常であるので，潰れ地を控除した有効宅地

部分の価額から造成費を控除した額を当該広大地の価額とするという点に

ある。そこでは，実際上の開発計画が果たして妥当であるかが争点とされ

る租税訴訟も多かった 9）。

9）　例えば，東京地裁平成17年11月10日判決（税資255号順号10199）は，「本
件土地が現在，農家の敷地として利用されていることが認められるが，本件
土地の建ぺい率及び容積率（加重平均した値）がそれぞれ約50パーセント，
145パーセントであることからすれば，農家の敷地としての利用が本件土地
の最有効利用であるとはいえない。また，上記数値からすると，本件土地が
マンション適地であるともいえず，結局，…分割図…のとおり本件土地を分
割し，戸建住宅分譲用地として開発するのが最有効利用であるものと認めら
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　例えば，東京高裁平成24年９月６日判決（税資262号順号12031）は，「相

続により取得した財産の価額は，当該財産の取得の時における時価による

と定められており（相続税法22条），ここでいう時価とは客観的な交換価値

であり，それぞれの財産の現況に応じ，不特定多数の当事者間で自由な取

引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうのであって，財

産評価基本通達（評価通達）は上記の意味での時価を評価するために定め

られており，その一部を成す本件通達の定めも上記の意味での時価を評価

する目的にかなうように解するのが相当であるから，土地が，通常，最有

効利用を想定して価格が形成されて取引が行われていることに鑑みれば，

本件通達の『広大地』の要件である『開発行為を行うとした場合に公共公

益的施設用地の負担が必要と認められるもの』とは，その土地の最有効利

用のために都市計画法に規定する開発行為を行うことが必要であり，その

開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められ

る場合を意味するものと解するのが相当である。本件各土地については，

都市計画法４条12項に規定する開発行為がその最有効利用のために必要で

あるとは認められないから，本件各土地は本件通達にいう『広大地』には

当たらないというべきである。控訴人が主張する各点は，いずれも，上記

判断を左右するものではない。〔下線筆者〕」とする。

　このように，広大地評価においては，かかる開発行為が最有効利用を念

頭に置いたものであるのか，また，最有効利用がいかなるものであるのか

が争われる事例が多いのである 10）。

れる。」とする。
10）　東京地裁平成24年２月10日判決（税資262号順号11876），東京高裁平成24
年９月６日判決（税資262号順号12031），金沢地裁平成18年４月10日判決
（税資256号順号10361）参照。なお，平成17年６月17日付け資産評価企画官
情報第１号「広大地の判定に当たり留意すべき事項（情報）」も参照。
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　ただし，広大地評価では，開発後に潰れ地が生じるか否かという点に関

心が寄せられており，本質的な意味で，常に土地の評価額が最有効利用を

想定した場合の時価によるべきとの問題関心とは別のところにあるように

も思われる。

　もっとも，他方で，広大地評価以外の事例においてもしばしば同様の考

え方が採用されることもある。例えば，東京地裁平成27年７月16日判決

（民集71巻２号307頁）は，「本件各土地は，本件被相続人が所有し，原告ら

が相続したものであり，その利用形態は同人らが決定し得るものであっ

て，同人らが，その意思により，本件各土地の利用形態を変更すれば，上

記のような制約〔筆者注：地方自治体から，要綱等に基づき歩道部分を設

ける旨の指導など〕を受けることもなくなるのであるから，通常の宅地と

同様に利用することができる潜在的可能性とそれに相応する価値を有して

いるといえる。」などと判示している 11）。

　ここでは，相続税法22条にいう「時価」とは，客観的交換価値であると

した上で，不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立

すると認められる価額をいうことを前提に，かかる価額とは，土地につい

てみれば，「通常，最有効利用を想定して価格が形成されて取引が行われ

ている」から，最有効利用を念頭に置いて評価を行う必要があるという考

え方を背景に持っているといえよう。

　このような考え方を採用する裁判例はしばしば散見される 12）。

11）　もっとも，この判決自体は控訴審東京高裁平成28年１月13日判決（民集71
巻２号356頁）において維持されたものの，上告審最高裁平成29年２月28日
第三小法廷判決（民集71巻２号296頁）において覆されている。

12）　東京地裁平成29年６月27日判決（判例集未登載）は，「本件不動産に係る
広大地補正率の適用の可否について検討するに，同通達24-4において『広大
地』とは『その地域における標準的な宅地の地積に比して著しく規模が広大
な宅地で，都市計画法４条12項に規定する開発行為を行うとした場合に公共
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　例えば，東京地裁平成24年２月10日判決（税資262号順号11876）も，「土地

は，通常，その土地に係る法規制の下において，経済的に最も合理的であ

ると認められる利用（以下『最有効利用』という。）を想定して価格が形成され

公益的施設用地の負担が必要と認められるもの』をいうと定められており
……，財産評価基本通達は，時価すなわち客観的な交換価値を評価するため
の基準を示したものであり，客観的な交換価値は，それぞれの財産の現況に
応じ，不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると
認められる価額により求められるものであって，同通達の上記の定めも，上
記の意味での時価を評価する目的にかなうように解するのが相当であるか
ら，土地については最有効利用を想定して価格が形成されて取引が行われる
のが通常であることに鑑みれば，同通達24‒4所定の『広大地』の要件である
『開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められ
るもの』とは，その土地の最有効利用のために都市計画法４条12項所定の要
件を備えた開発行為を行うことが必要であり，その開発行為を行うとした場
合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められる場合を意味するものと解
するのが相当である。」とする。

　　 また，東京地裁平成25年12月13日判決（訟月62巻８号1421頁）は，「A〔筆
者注：対象とされている敷地〕は，建ぺい率が約19パーセントにすぎず，最
有効利用しているとはいい難く，開発を了しているとはいえない。そこで，
本件各不動産の課税価格を評価通達により算出するとしても，Aの敷地を広
大地として，広大地補正率を乗じて，その価額を算出する必要がある。」と
した。

土地の時価

財産の時価

客観的交換価値

客観的交換価値

不特定多数者間で通常成立する価格

最有効利用を想定した価格形成

不特定多数者間で通常成立する価格

【一般的財産の時価】

【土地の時価】
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て取引されていると考えられるから，相続税法22条にいう土地の『時価』

も，その最有効利用を前提として評価すべきであると考えられる」とする。

　果たして，「土地が，通常，最有効利用を想定して価格が形成されて取

引が行われている」ということが事実なのかどうかは別としても，少なく

とも売り手側は最有効利用による価値が認められるであろう期待値を買い

手側に提示するのが常であろう。

　他方，それを買い手側が承諾するか否かは保証の限りではないことから

すれば，最有効利用による価額をもって通常成立する価額とみることには

やや無理があるようにも思われる。有効な利用方法を想定した上での価額

というよりは現実的であるように思われる。最有効利用を想定して評価す

るのは，現在，土地が基本的にどのような目的にも利用可能な状態にある

ということが，根拠といえよう 13）。

　もっとも，上記のような相続税法の考え方を固定資産税の評価問題に持

ち込むことができるのかという点についても検討されなければなるまい。

２　財産税としての固定資産税

　固定資産税における土地評価の評価に当たっては，上記相続税法にいう

財産の評価と同様に考えるべきなのであろうか。当該資産から得られるで

あろう収益を前提に時価を算出すべきではないのかという疑義もあろう。

しかしながら，前述のとおり固定資産税は相続税や贈与税と同様，財産税

としての性質を有すると解するべきである。すると，固定資産税について

も相続税や贈与税と同じ財産税であるから，課税客体である土地の評価の

考え方に積極的な差異を見出す必要はないと思われる。

　現に，固定資産税の対象土地の評価に当たっても，上記の相続税におけ

13）　岩﨑政明「財産評価通達の意義と役割」ジュリ1004号31頁（1992）参照。
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る土地の評価と同様に，最有効利用が念頭に置かれているのである。

　そして，その理由は土地の収益性の有無にかかわらず，その所有者の有

する土地の「時価」を念頭に置いた評価がなされるべきであって，それ

は，財産税の課税客体である資産の客観的交換価値によるべきであるから

である。次にみる佐賀地裁平成19年７月27日判決（判自308号65頁）の判断

ロジックは，前述の相続税における土地の評価と同じ構成である。

　すなわち，同地裁は，「土地に対する固定資産税は，土地の資産価値に

着目し，その所有という事実に担税力を認めて課する一種の財産税であっ

て，個々の土地の収益性の有無にかかわらず，その所有者に対して課する

ものであるから，法349条の土地の価格，すなわち『適正な時価』（法341

条１項５号）とは，正常な条件の下において成立する取引価格，すなわち，

客観的な交換価値をいうと解される。したがって，土地課税台帳等に登録

された価格が賦課期日における当該土地の客観的な交換価値を上回れば，

当該価格の決定は違法となる。」とする 14）。

　これは，相続税法22条にいう「時価」の考え方と同じである。

　名古屋高裁平成15年５月22日判決（裁判所 HP）は，「法が課税台帳に登

録された固定資産の価格を課税標準とすることを原則として（法349条１項，

349条の２），固定資産の所有者又はこれに準ずる者（法343条１項）に対し

て固定資産税を課している以上，固定資産税は，資産の客観的な価値に注

目し，その客観的な価値のある資産を所有する者に対して課税する物税

14）　さらに，同地裁は，「しかし，固定資産評価基準に従って算定された価格
は，固定資産評価基準が定める評価の方法によっては，当該固定資産の価格
を適切に算定することができない特別の事情又は固定資産評価基準が定める
減点補正を超える減価を要する特別の事情の存しない限り，適正な時価であ
ると推認するのが相当である（最高裁判所平成15年６月26日第一小法廷判
決・民集57巻６号723頁，最高裁判所平成15年７月18日第二小法廷判決・裁
判集民事210号283頁各参照）。」とする。
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（財産税）というべきであり（最高裁昭和46年（オ）第766号同47年１月25日第三

小法廷判決・民集26巻１号１頁参照），資産から生じる現実の果実の収益に着

目して課税される収益税とは異なるものである。このような固定資産税の

性質からすれば，法341条５号にいう『適正な時価』とは資産の客観的価

値をいうものと解すべきであり，資産の客観的価値は当該固定資産又は条

件の類似する固定資産の取引事例の集積により取引価格によって判断せざ

るを得ない性質のものである以上，各取引価格を基礎として非正常な要素

を排除して判断すべきであり，法341条５号にいう『適正な時価』とは，

社会通念上正常な取引において成立する当該土地の取引価格すなわち客観

的な交換価値をいうものと解すべきである。しかも，法は，固定資産税の

課税標準を『適正な時価』としているところ，通常『時価』とは，正常な

取引条件の下に実現される所定の時点における取引価格を意味する用語で

あって，上記のような解釈はこの文言にも合致するというべきである。

　したがって，法は，課税標準又はその算定根拠となるべき価格を正常取

引価格としたうえ，税率の決定又は課税標準若しくは税額の調整によっ

て，固定資産税の性格に応じた適正な課税を実現しようとしているものと

解すべきである。

　この点，上記のように売買実例価額を基礎として土地の評価を行うとき

は，従前から居住用建物敷地として利用する土地について，当該土地所有

者に売買の必要や意思がなくても，近隣の土地の売買実例価額の高騰に伴

って当該土地の評価が引き上げられることによって，当該宅地の所有者は

固定資産税の負担が増加する可能性があるが，このような場合，近隣土地

の売買実例の高騰には何らかの理由があり，その理由が合理的なものであ

る限り，当該土地の価額も客観的に増大していることは否定できず，当該

土地所有者も潜在的には利益を得ているものということができ，また，上

記のような税負担の増加については，課税標準の特例を設け，税率を引下



固定資産税における資産評価と最有効利用・地目変更（酒井）　151

げるなどの措置により改善することが可能である（現に前記のとおりの特別

措置や負担調整措置（平成７年法律第40号による改正前の法附則17条の２，18条）

がとられている。）から，このような方法によって土地の価額を評価するこ

とが不合理であるということはできない。

　一方，収益還元法は，鑑定評価の対象である不動産が将来生み出すであ

ろうと期待される純収益の現価（現在価値）の総和を求める方法による評

価方法であるところ，純収益をどの程度の利回りで現在価値に割り戻すの

か，また，純収益の変動率として適切な率はどの程度なのかという基本的

な問題についていまだ客観的な指標が確立されているとは言い難く，税負

担の公平という観点から問題がないとはいえない。しかも，我が国では賃

貸借契約においては縁故性が強いなどの事情により成熟した不動産の賃貸

借市場が存在しないことが指摘できるうえ，賃貸が全く予定されておら

ず，現実的に収益を生まない土地について，この方法のみにより評価する

ことには疑問があるといわざるをえない。もとより固定資産税が財産の所

有によって得られる収益から支払われることが多いことは否定できないけ

れども，そのことが前記のとおりの固定資産税の性質を変えるものではな

く，この点についてはあるべき負担水準の問題として検討すべきものであ

り，土地の評価方法と論理必然的な関係を有するものではないというべき

である。

　したがって，法が土地の『適正な時価』の評価にあたって収益還元法を

採用することを予定しているということはできず，売買実例価額を基準と

して評価する方法を採用している評価基準は不合理であるとはいえないか

ら，控訴人の上記主張は採用できない。」とするのである 15）。

15）　名古屋地裁平成13年５月23日判決（判タ1120号152頁）も，「確かに，売買
実例価額を基礎として土地の評価を行うときは，従前から居住用建物敷地と
して利用する宅地について，当該宅地の所有者には，売買の必要も意思もな
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３　最有効利用という視角からの検討

　では，不動産の最有効利用とはどのようなものをいうのであろうか。

この点について，福岡高裁平成13年11月９日判決（判例集未登載）は，「不

動産の最有効利用とは，客観的にみて，良識と通常の使用能力を持つ人に

よる合理的かつ合法的な最高最善の使用方法をいい，その判定において

は，その不動産の属する近隣地域の一般的な標準仕様が重要な参考となる

が，全ての不動産の最有効使用が必ずその不動産の属する近隣地域の一般

的な標準的使用に一致するものではなく，最有効利用の判定はその不動産

の規模，位置，環境等を考慮するとともに，その市場における需給動向を

も洞察したうえで行うことが必要である」とする。

　宇都宮地裁平成20年12月24日判決（民集66巻６号2850頁）は，「基準〔筆

者注：国土交通省が制定する不動産鑑定評価基準〕は，最有効使用とは，

概要，『良識と通常の使用能力を持つ人』による当該不動産の合理的かつ

合法的な最高最善の使用方法と規定し（総論第４章Ⅳ），具体的な使用方法

を最有効使用として判定することを要求する一方，最有効使用の判定に使

用主体を考慮することはしていない。」とする。参考となろう。

　また，東京地裁平成２年２月27日判決（行集41巻２号352頁）は，「原告は，

丙土地部分はその一部が通路となっている本件共同住宅の敷地として減価

されるべきだと主張しているが，本件共同住宅の敷地に関しては税務上資

いにもかかわらず，近隣の売買実例価額の高騰に伴って当該宅地の固定資産
評価が引き上げられることになるから，当該宅地の所有者は固定資産税の負
担が増加する可能性があり，不合理な面の存することは否定できない。しか
し，他面，近隣土地の売買実例の高騰には何らかの理由があり，その理由が
合理的なものである限り，当該宅地の価格も客観的潜在的に増大しているこ
とも否定できず，当該宅地所有者は，いつでもその客観的価格に相応する利
益を享受し得る地位にあり，その意味でその利益に対する可能性を潜在的に
取得しているともいえるのである。」とする。
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産計上すべき借地権はないとされるべきことは甲土地部分について述べた

とおりであり，また，本件土地の一部が通路として使用されていても，そ

の通行者は本件土地及び丙土地部分の西側隣地上の原告所有の貸家住宅の

居住者等であり，本件土地及び丙土地部分の西側隣地を最有効利用するた

めであるにすぎないから，通路ないし道路として評価上価値を減ずべき理

由はない。」とする。対象となっている土地の一部が道路などとされてい

たとしても，その恩恵を被る者は誰であるかを念頭に置くと，かかる道路

の利用者（通行者）は当該土地の居住者等であることからすれば，最有効

利用の見地からみたとき，かかる道路を評価上減額する必要はないという

のである。

４　最合理的利用価格による認定

　ところで，最も有効な利用による価額ではなく，最も合理的と認められ

る利用を想定して形成される価額で評価するという考え方はできないので

あろうか。すなわち，最有効利用を想定した上での価額というよりは，最

有効とまではいえなくとも，一定程度の障壁を排除することの不便さや手

間などを考慮に入れた上で，評価基準第１章第１節一が重点を置くべきと

する「利用目的」につき，最も合理的と思われる利用を想定した上での価

額が検討されるべきではなかろうか（最合理的利用）。

　これは，例えば，貸倒損失の計上などにおいて議論される際の合理性基

準と親和的な考えでもある。

　いわゆる興銀事件最高裁平成16年12月24日第二小法廷判決（民集58巻９

号2637頁） 16）は，「法人の各事業年度の所得の金額の計算において，金銭債

16）　判例評釈としては枚挙に暇がないが，差し当たり，品川芳宣・TKC税研
情報14巻３号58頁（2005），福家俊朗・判時1906号195頁（2005），佐藤英
明・ジュリ1310号180頁（2006），谷口勢津夫・民商133巻３号120頁（2005），
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権の貸倒損失を法人税法22条３項３号にいう『当該事業年度の損失の額』

として当該事業年度の損金の額に算入するためには，当該金銭債権の全額

が回収不能であることを要すると解される。そして，その全額が回収不能

であることは客観的に明らかでなければならないが，そのことは，債務者

の資産状況，支払能力等の債務者側の事情のみならず，債権回収に必要な

労力，債権額と取立費用との比較衡量，債権回収を強行することによって

生ずる他の債権者とのあつれきなどによる経営的損失等といった債権者側

の事情，経済的環境等も踏まえ，社会通念に従って総合的に判断されるべ

きものである。」として，単純に借り手側の事情のみならず，貸し手側の

事情をも参酌して貸倒損失の計上の諾否を検討すべき旨論じている。これ

は，ある種の合理性判断であり，このような考え方は，既に法人税基本通

達においても採用されていたのである。

　例えば，課税実務においても，法人税基本通達 9-6-2《回収不能の金銭

債権の貸倒れ》が，「法人の有する金銭債権につき，その債務者の資産状

況，支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかになった場

合には，その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理をす

ることができる。この場合において，当該金銭債権について担保物がある

ときは，その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理をする

ことはできないものとする。」と厳格な態度を示している一方で，同通達

9-6-3《一定期間取引停止後弁済がない場合等の貸倒れ》⑵ が，債務者に

ついて「法人が同一地域の債務者について有する当該売掛債権の総額がそ

の取立てのために要する旅費その他の費用に満たない場合において，当該

阪本勝・曹時58巻５号186頁（2006），大淵博義・税通61巻12号36頁，同13号
47頁，14号53頁（2006），高須要子・平成17年度主要民事判例解説〔判タ臨
増〕262頁（2006），中里実・租税判例百選〔第４版〕106頁（2005），吉村政
穂・租税判例百選〔第６版〕108頁（2016）など参照。
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債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき」には，その

債務者に対して有する売掛債権について損金経理をしたときは，これを認

めるとしており，合理的な処理を認めてきたのである。これは合理性基準

の実務における表れともいい得るのであるが，最高裁は更に一歩進めて，

債権者間における軋轢などといった債権者側の事情の見地から貸倒損失の

計上を合理的であるとして認める態度を示しているのである。

　かように常に厳格な態度を示すのではなく，その原則的思考の中にも合

理的判断要素を織り込むという姿勢は，財産評価においてもあり得るとこ

ろであると思うし，より絶対的評価の困難な土地等の評価においてはなお

さら合理的見地からの判断が要請されるのではなかろうか。

５　本件事案における最有効利用という視角

　前述のように，土地の評価については，当該土地が最有効利用されると

した場合の価格での評価が求められている。この考え方によって本件事案

を検討すると，本件土地が調整池であることが問題となり得る。

　この際，水の溜まり具合や水位深度などのファクターを前提とした議論

ではあるものの，本件土地の最合理的利用の状態を念頭に置くとどうであ

ろうか。水がたまっていない状態での最有効利用が一応は観念できなくは

ないものの，調整池が必要とされている現状に配慮すれば，合理的な使用

方法を考えた場合，常時，水がたまっている調整池であっても，その上に

駐車場を設置したり，鉄筋コンクリートの高基礎で支えた建物を設置する

ことは可能であり，現実にもそのような利用例はあるようである。調整池

単独でも宅地としての利用は可能であると思われる。合理的かつ合法的な

最高最善の使用方法（前述の福岡高裁平成13年11月９日判決，宇都宮地裁平成20

年12月24日判決参照）を考えた場合，宅地として評価すべきことになりはし

ないかという問題関心が浮上する。
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　最合理的利用の見地からの駐車場利用などという検討も意味をなさない

わけではないように思われる。

Ⅲ　登記簿上の「地目」と課税根拠

　本件事例は，訴訟係属中に地目変更がなされた事例でもある。この点

は，判決においては直接議論されてはいないものの，本稿では，地目変更

が固定資産税評価にいかなる影響を及ぼすかという点についても若干の関

心を寄せることとしたい。

１　登記における公示の原則と公信の原則

　物権の変動を法律の上で認めるためには，必ず公示の変動を伴わなけれ

ばならない 17）。換言すれば，物権変動は，それに応じた公示上の変動をし

なければ，他の者にその効果を否認する法的効果を与えるのである 18）。こ

れを公示の原則という。この公示の原則の下では，公示上の権利関係を積

極的に信頼した者が全て保護されるわけではない。そこで，公示に対応す

る物権が存在していなくとも，公示を信頼して取引をした者を保護するた

めに，公示された物件が存在したと同様に扱って，その者に法的な効果を

認めようとする考え方がある。真実の権利がないのにあるかのごとき公示

がなされ，権利者らしい外観が成立することがあり得るが，その場合に，

真実の権利と矛盾した公示が存在している場合に，公示を信頼して，物権

取引をした者の保護のために真実の権利者の権利を失わせる制度として，

公示制度をみることもできるが 19），かような考え方を公信の原則という。

　これらの原則は，物権の所有権の真実性を保証するものではないし 20），

17）　齋藤隆夫『集中講義不動産登記法〔第３版〕』８頁（成文堂2010）。
18）　舩橋諄一『物権法』63頁（有斐閣1976）。
19）　齋藤・前掲注17），９頁。



固定資産税における資産評価と最有効利用・地目変更（酒井）　157

ましてや地目などの「土地を特定するための要素の一つ」 21）とも「土地の

状況を明確にするためのもの」 22）ともいわれる「地目」の真実性を保証す

るものでもない。

２　現況課税主義

　不動産登記法34条《土地の表示に関する登記の登記事項》１項は，「土地

の表示に関する登記の登記事項は，同法27条各号に掲げるもののほか 23），

① 土地の所在する市，区，郡，町，村及び字，② 地番，③ 地目，④ 地積

を規定している。そして，同条２項は，地目及び地積に関しては，法務省

令において定める旨を規定する。これを受けて，不動産登記規則99条《地

目》及び不動産登記事務取扱手続準則68条《地目》は地目，不動産登記規

則100条《地積》及び不動産登記事務取扱手続準則70条《地積》は地積に

ついての細目を規定している。

20）　事実上の推定力は持ち得ると解されている（山野目章夫『不動産登記法
〔増補〕』546頁（商事法務2014））。最高裁昭和46年６月29日第三小法廷判決
（判時635号110頁）は，「登記はその記載事項につき事実上の推定力を有する
から，登記事項は反証のないかぎり真実であると推定すべきである。」とす
る。判例評釈として，貝田守・法時43巻14号110頁（1971），北川清・判例か
ら学ぶ民事事実認定〔ジュリ増刊〕132頁（2006）など参照。

21）　月刊登記情報編集室『逐条解説不動産登記事務取扱手続準則』200頁（き
んざい2016）。

22）　半田正夫『注釈不動産登記法』〔谷山忠也執筆〕196頁（有斐閣1987）。
23）　不動産登記法27条《表示に関する登記の登記事項》１項は，① 登記原因
及びその日付，② 登記の年月日，③ 所有権の登記がない不動産（共用部分
（区分所有法４条２項に規定する共用部分をいう。以下同じ。）である旨の登
記又は団地共用部分（区分所有法67条１項に規定する団地共用部分をいう。
以下同じ。）である旨の登記がある建物を除く。）については，所有者の氏名
又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持
分，④ ① ないし ③ に掲げるもののほか，不動産を識別するために必要な事
項として法務省令で定めるものを規定している。
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　地目について，不動産登記規則99条は，「地目は，土地の主な用途によ

り，田，畑，宅地，学校用地，鉄道用地，塩田，鉱泉地，池沼，山林，牧

場，原野，墓地，境内地，運河用地，水道用地，用悪水路，ため池，堤，

井溝，保安林，公衆用道路，公園及び雑種地に区分して定めるものとす

る。」としており，この限定列挙された地目でのみ登記が可能となる。

　他方，地方税法341条《固定資産税に関する用語の意義》２号は，土地

を「田，畑，宅地，塩田，鉱泉地，池沼，山林，牧場，原野その他の土地

をいう。」と定義しており，上記の不動産登記規則とは異なる分類を予定

している。

【不動産登記法・不動産登記規則】
田，畑，宅地，学校用地，鉄道用地，塩田，鉱泉地，池沼，山林，牧場，
原野，墓地，境内地，運河用地，水道用地，用悪水路，ため池，堤，井
溝，保安林，公衆用道路，公園及び雑種地

【地方税法】
田，畑，宅地，塩田，鉱泉地，池沼，山林，牧場，原野その他の土地

　このように，そもそも不動産登記法上の土地の地目は必ずしも地方税法

上の土地の分類に合致していないのである。不動産登記法が地目列挙規定

のみで構成されているのに対して，地方税法は，「その他の土地」として，

前に掲げられた地目に合致しない「その他」の土地を含めたバスケットカ

テゴリーを用意している点で大きく規定振りが異なるのである。すなわ

ち，不動産登記法では，土地については，23種類の地目のいずれかに該当

させることが含意されているのに対して，地方税法は，ここの地目に該当

させる必要は必ずしもなく，最後のバスケットカテゴリーである「その他

の土地」に該当すればよいのであるから，いわば，相対的にみて条文に掲
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げられている地目に含まれるか否かは必ずしも重要ではないということに

なりはしないか 24）。別言すれば，例えば，「塩田」についてみたとき，不

動産登記法上，他の種類の地目に合致しない場合には，「塩田」 25）に類し

ているが必ずしも本来の「塩田」とまではいえないような土地についても

いずれかの地目に含めて適用することが妥当であるという理由で，かかる

塩田に類している土地が「塩田」に含まれて解釈適用されることが考えら

れる 26）。不動産登記事務取扱手続準則68条柱書きが，「土地の現況及び利

用目的に重点を置き，部分的にわずかな差異の存するときでも，土地全体

としての状況を観察して定めるものとする。」としている点を看過しては

ならないように思われるのである。これに対して，地方税法における同様

の場面では，「塩田」に類してはいるものの，必ずしも「塩田」とはいえ

ないような土地については，むしろ，「その他の土地」と解されることが

あり得るところであると思われるのである。

　したがって，不動産登記法上の土地の地目が地方税法上の課税標準の算

定の基礎となるかというと，そこには疑問が残されるのである。

　もっとも，上記地方税法341条の分類はあくまでも土地の定義規定であ

24）　なお，半田・前掲注22），197頁〔谷山執筆〕は，「いわばその他の土地と
いうことを意味する。」とする。

25）　不動産登記事務取扱手続準則68条 ⑹ は，「塩田」につき，「海水を引き入
れて塩を採取する土地」とされている。

26）　地目の認定に当たっては，土地の現況及び利用目的に重点を置き，部分的
にわずかな差異の存するときでも，土地全体としての状況を観察して定める
ものとされている（月刊登記情報編集室・前掲注21），204頁）。不動産登記
規則99条において地目の決定の要素として掲げられる「土地の主な用途」
は，単に土地そのものの客観的な現況よりも，土地の所有者による土地の利
用目的によって大きく左右されるものであり，現実には，それに応じた利用
状況が高度化し複雑化する状況にあるために，当該土地に適切な地目を決定
することがより困難となってきているのが実情であるという（同書204頁）。
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って，実際の課税標準の確定において，この分類によるべきかというとそ

うではない。

　すなわち，地方税法388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》１項は，

「総務大臣は，固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続（以

下『固定資産評価基準』という。）を定め，これを告示しなければならない。

この場合において，固定資産評価基準には，その細目に関する事項につい

て道府県知事が定めなければならない旨を定めることができる。」として，

評価基準の制定についての法律的根拠を示している。なお，評価基準第１

章《土地》第１節《通則》一《土地の評価の基本》は，「土地の評価は，

次に掲げる土地の地目の別に，それぞれ，以下に定める評価の方法によつ

て行うものとする。この場合における土地の地目の認定に当たつては，当

該土地の現況及び利用目的に重点を置き，部分的に僅少の差異の存すると

きであつても，土地全体としての状況を観察して認定するものとする。」

とした上で，① 田，② 畑，③ 宅地，④ 鉱泉地，⑤ 池沼，⑥ 山林，⑦ 牧

場，⑧ 原野，⑨ 雑種地を規定する 27）。

【評価基準】
田，畑，宅地，鉱泉地，池沼，山林，牧場，原野，雑種地

　地方税法の委任を受けた評価基準によったとしても，前述の不動産登記

法の示す地目とは大幅に異なっている。それは，不動産登記法上の土地の

地目が23種類であるのに対して，評価基準におけるそれは９種類であるこ

とからも明らかである。

27）　評価基準上，４号は削除項目であるため，飛び号となっており，同規定の
号数は，５号が鉱泉地，６号が池沼，７号が山林，８号が牧場，９号が原
野，10号が雑種地と，上記のマル数字とずれている。
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　すると，不動産登記法と評価基準とも同様に，「池沼」という地目を用

意しているからといって，果たして，これらが同じ意義を有しているもの

といえるかどうかについて疑問が残る 28）。なぜなら，例えば，不動産登記

法が示す「学校用地」，「鉄道用地」，「塩田」，「鉱泉地」，「墓地」，「境内

地」，「運河用地」，「水道用地」，「用悪水路」，「ため池」，「堤」，「井溝」，

「保安林」，「公衆用道路」，「公園」が評価基準においてはどこに分類され

るのであろうかという疑問からは，不動産登記法と評価基準にいう各地目

が合致していないことを意識せざるを得ないからである。かくして，例え

ば，不動産登記法上の「雑種地」 29）と固定資産評価基準の「雑種地」は同

28）　不動産登記事務取扱手続準則68条 ⑻ は，「池沼」として，「かんがい用水
でない水の貯留池」と定義している。耕地かんがい用水の貯留池の地目は
「ため池」となるところ，本来，「池沼」は天然の水を貯留するために自然に
生まれた池などの総称であり，他方，「ため池」は，天然の湖池，河川，渓
谷等を利用して堰堤などを築造し，人工的に用水を貯留する池などの総称で
あるが，水の貯留池の地目は，天然のものであるか，又は人工のものである
かを問わず，専ら用水を貯留する目的に着目し，その目的が耕地かんがいで
あるかどうかにより（不動産登記事務取扱手続準則68 ⒄），「池沼」と「た
め池」とに区別をして定めることになる（月刊登記情報編集室・前掲注21），
201頁）。また，「ため池」については，通常，用水を耕地に供給する排水口
や堰堤などの設備が設けられているが，これらの設備は，ため池の一部を成
すものであるから「ため池」に含めて取り扱うこととされている（同書203
頁）。

29）　不動産登記事務取扱手続準則68条 23 は，「雑種地」を「以上のいずれにも
該当しない土地」としているが，例えば，海産物を乾燥する場所の区域内に
永久的設備と認められる建物がある場合には，その敷地の区域に属する部分
だけは「宅地」となるが，その場合であっても，海産物を乾燥する場所の区
域は，通常，「雑種地」とされているし（月刊登記情報編集室・前掲注21），
206頁），水力発電のための水路又は耕水路は，「運河用地」，「水道用地」，
「用悪水路」及び「井溝」のいずれにも該当せず「雑種地」とされる（同書
207頁）。また，遊園地，運動場，ゴルフ場又は飛行場において，建物の利用
を主とする建物敷地以外の部分が建物に附属する庭園にすぎないと認められ



162

じ名称でありながら，おそらくその意義は大きく異なっていることが容易

に分かるのである。

　かように考えると，不動産登記法上の「ため池」を評価基準が「池沼」

と認定することはあり得るところであると思われる。もっとも，その認定

のためには，単に，用語の意味を論じるのではなく，現況を検討した上

で，評価基準の視角からの事実認定が必要になると思われる。ここに現況

課税主義を確認する必要性が浮上するのである。

３　登記上の地目と評価上の地目

　租税法の評価は租税法の視角からなされるべきものであって，租税法上

の土地の評価を行うに当たっては，必ずしも登記簿上の地目に拘泥しなけ

ればならないいわれはないというべきであろう。

る場合には，その全部を一団として「宅地」とするが，一部に建物がある場
合でも，建物敷地以外の土地の利用を主とし，建物はその付随的なものにす
ぎないと認められるときは，その全部を一団として「雑種地」とする（同書
207頁）。ここに挙げられる遊園地等のように，ある目的の下に一体的に使用
されている広大な土地の一部に建物がある場合において，建物敷地以外の土
地の利用を主とし，建物はその付随的なものにすぎないと認められるとき
は，これを全体としての状況を観察して，建物の敷地を含むその敷地を一団
として「雑種地」として扱う（同書207頁，民事法務協会『表示登記教材地
目認定〔改訂版〕』231頁（民事法務協会2006））。競馬場内の土地のうちの馬
場（不動産登記事務取扱手続準則69 ⑻），テニスコート又はプールで宅地に
接続していないもの（同手続準則69 ⑼），火葬場で建物の設備のないもの
（同手続準則69 ⑿），高圧線の下の土地で他の目的に使用することができな
い区域（同手続準則69 ⒀），鉄塔敷地又は変電所敷地（同手続準則69 ⒁），
坑口又はやぐら敷地（同手続準則69 ⒂），製錬所の煙道敷地（同手続準則
69 ⒃），陶器かまどの設けられた土地のうち，永久的設備がないとき（同手
続準則69 ⒄），木場の区域内の土地で建物がない場合（同手続準則69 ⒅）な
ど，登記実務においては，「雑種地」につき，特有の考え方が採用されてい
る。
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　この点，名古屋高裁平成30年３月23日判決（判自448号33頁）は，「不動

産の表示登記は，国民の権利の保全を図り，もって取引の安全と円滑に資

することを目的とするものである（不動産登記法第１条）に対し，評価基準

及びそれに基づく取扱要領は，土地の客観的な交換価値を算定し，その価

値を基準に課税するという地方税法341条５号の趣旨・目的に従って策定

されたものであるから，両者の間で地目の認定判断に相違が生じる場面が

あることは否定できず，不動産の表示登記の地目と異なる認定をしたこと

をもって，直ちに同認定が誤りであるということはできない。」とする点

と符合するところである。

結びに代えて

　本件最高裁判決は，本件各土地の現況について，その面積の80％以上に

常時水がたまっているなどの点を考慮すべきとしている。他方で，本件各

土地が調整池として供されるに至った経緯に照らせば，本件各土地は，本

件商業施設が適法に開発許可を受け，同施設が洪水調整機能を維持して，

顧客に安心を与え，安全に運営を継続するために必要な土地であるともい

えよう。そうであるとすると，宅地の維持効用を果たす機能を有している

という点からみて，「工場の敷地内にある貯水池等」と同様に「宅地」と

して評価すべきとの見解が導出され得る。

　いずれの立場に立ったとしても，財産税としての「現況」によった結論

であることには変わりがないように思われる。そうであるとすれば，かか

る「現況」に至った経緯などについても考慮事項に織り込むべきではない

かと考えるところである。

　また，前述のとおり，土地の評価については，当該土地が最有効利用な

いし最合理的利用されるとした場合の価格での評価が求められているとこ

ろ，常時，水がたまっている調整池であっても，その上に駐車場を設置し
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たり，鉄筋コンクリートの高基礎で支えた建物を設置することは可能であ

り，現実にもそのような利用例はあるようである。調整池単独でも宅地と

しての利用は可能であったと思われる。固定資産評価において，最有効利

用ないし最合理的利用という考え方を持ち込むことの是否についても議論

を行う必要があるように思われるのである。

　なお，不動産の表示登記の地目と異なる認定による評価をすること自体

には何ら法律上の瑕疵はないのであるから，不動産表示登記に変更が加え

られたことは，本件事案に関していえば特段の配慮を行うべき考慮要素に

はなり得ないというべきであろう。


